






①

②

③

イ「洗浄認可」を受けた場合

自己所有の洗浄場へ搬入したことではありません。建設業者やセメント２次加工業者等の方が自ら砂利の

採取又は洗浄を行い、これを自己の工事又は製品に加工するために消費する場合のことです。

なお、同系列であっても、法人格の異なる企業に販売する場合は、自家消費ではありませんので、注意し

てください。

c 一部又は全部を自ら（自社）の洗浄施設に搬入した場合

⇒搬入した数量を「その他」の欄へ（洗浄自社○○㎥）と記載してください。
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a 一部又は全部を洗浄しないで販売した場合（洗浄業者への販売分は除く）

⇒販売先の該当欄に実数を記載してください。

b 一部又は全部を洗浄しないで他の洗浄業者に販売した場合

⇒販売先の洗浄業者とその販売合計数量（洗浄○社へ○○㎥）を

販売先の「その他」の欄に記載してください。

販売先の記載上の留意点

ア「自家消費」の欄

イ「その他」の欄

ウ「採取と洗浄を一体として認可」を受けた場合

7．採取をした砂利の都道府県別の販売先及びその数量

都道府県別欄の記載上の留意点

認可の内容により、次のとおり記載してください。※通常、「ア」または「イ」で認可を受けることが多
ア「採取認可」を受けた場合

a 自ら販売した場合（洗浄業者への販売分は除く）

⇒販売先の該当欄に記載してください。

b 一部又は全部を他の洗浄業者に販売した場合

⇒販売先の洗浄業者とその販売合計数量を

販売先が建設業者等に該当しない場合のほか、前記に掲げた②アｂ,ｃ又はウｂの「他の洗浄業者」に販売

した際に記載することとなります。

自社で洗浄し堆積していた砂利の販売数量と、他社から原石を買受けし洗浄して新たに生産された砂利の

販売数量を販売先の該当欄に記載してください。

c 一部又は全部を洗浄して販売した場合

⇒販売した数量を販売先の欄に記載してください。

販売先が所在する主な都道府県名を記載し、記載した都道府県ごとに販売先別の数量を記載してくださ

い。都道府県の数が多数で都道府県別欄に書ききれない場合は、「その他」にまとめて販売先別の数量を

記載してください。

報告対象期間内に採取場で採取又は洗浄して販売した数量を販売先別に記載してください。
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［自社洗浄、他社洗浄を伴う場合の記載例］

「その他（ ）」欄には、販売業者数と販売数量を記載してください。

(ア)洗浄するものを洗浄業者に販売している場合








